
【管理運営状況公表様式】 

令和７年度 青森県総合運動公園・新青森県総合運動公園の管理運営状況  

 

県所管課 教育庁スポーツ健康課 

指定管理者 ＰＦＩ青い森スポーツパーク株式会社 

代表取締役 安永 亘之 

指定期間 令和６年４月１日～令和２１年３月３１日 

 

１ 管理業務の実施状況 

業務区分 概   要 

スポーツの普及・振興に

関する業務 

総合型地域スポーツクラブ「Will スポーツクラブ」を前指定管

理者から引き継ぎし、規模を維持拡大し運営している。 

競泳や陸上競技、クロスカントリースキーなどの園内施設を利

用した合宿プランを提供し、利用拡大に努めた。 

施設の維持管理業務 園内ＩＴＶ設備の更新工事を行い、日中・夜間対応型になったこ

とで有事の際、映像提供が出来るようになった。また、職員による

施設巡回や小修繕、交換作業などを行った。 

自主事業の実施 施設の特性を活用したスポーツや文化事業を実施した。また、地

域のスポーツチームを応援する協力事業も実施した。 

 

２ 管理施設の利用状況 

利用指標 年 度 計 画 実 績 計画対比 前年度対比 

新総合運動公園

利用者数（人） 

Ｒ ４ 886,442 805,082 90.8％ 214.0％ 

Ｒ ５ 1,044,611 580,197 55.5％ 72.1％ 

Ｒ ６ 675,000 687,603 101.9％ 118.5％ 

Ｒ ７ 675,000 859,504 127.3％ 125.0％ 

総合運動公園利

用者数（人） 

Ｒ ４ 55,187 32,851 59.5％ 126.5％ 

Ｒ ５ 54,500 34,506 63.3％ 105.0％ 

Ｒ ６ 27,000 29,147 108.0％ 84.5％ 

Ｒ ７ 27,000 43,154 159.8％ 148.1％ 

新青森県総合運

動公園・総合運動

公園使用料収入

（円） 

Ｒ ４ 79,696,000 64,431,312 80.8％ 146.8％ 

Ｒ ５ 81,338,000 69,274,720 85.2％ 107.5％ 

Ｒ ６ 141,789,000 117,610,084 82.9％ 169.8％ 

Ｒ ７ 141,789,000 136,214,105 96.1％ 115.8％ 

【増減理由】 

利用人数は国スポプレ大会の開催や市営球場改修による代替地開催などにより、前年度か

ら増加し計画を上回った。 

使用料収入が前年度より増加した要因として国スポ会場、合宿所と一体、リピート、口コ

ミなどが挙げられ、年末営業の実施やアスリート食の提供・拡充などサービスや客単価を上

げることで相乗効果を生み出したが、国スポプレ大会の減免や冷温水発生装置改修工事によ

る施設休業、暖房費の減収などの要因により計画は達成できなかった。 



 

３ 評価結果 

評価項目 

指定管理

者自己評

価 

県所管課 

評価 コメント 

①サービスの維持・向上に

向けた取組が適切に行わ

れているか。 
４ ４ 

 利用者アンケートの結果、運営状況、職員

のマナー等に関する評価が４で、良好であ

る。 

②利用促進に向けた取組が

適切に行われているか。 

 
４ ４ 

利用者アンケートの結果、受付案内や自主

事業、情報提供等に関する評価が４で、良好

である。 

③施設、設備及び備品の維

持管理及び修繕が適切に

行われているか。 
４ ４ 

 利用者アンケートの結果、評価が４で、概

ね良好であるといえる。 

④緊急時の対応・安全管理

などの危機管理が適切に

行われているか。 
３ ３ 

年度業務計画書等の内容が満たされてい

る。 

⑤サービス購入費が適正に

執行されているか。 
３ ３ 

 光熱水費の無駄な使用を減らす努力をす

るなど、経費削減に努めている。 

⑥成果目標達成のために努

力が図られ、成果が上がっ

ているか。 
４ ３ 

合宿誘致のアプローチを積極的に行うな

ど、目標達成に向けた努力をしている。 

⑦その他法令等を遵守した

管理運営が行われている

か。 
３ ３ 

各種法令等を遵守し、年度業務計画書等に

沿って適正に運営されている。 

総合評価 ４ ３ 

年度業務計画書等の内容が満たされてい

る上、サービスの維持・向上や利用促進に向

けた取組みが良好に行われている。 

（①～⑦の平均：３．４） 

 

○評価基準 

５（秀）：業務水準書等の内容を上回り、特筆すべき実績を上げている。 

４（優）：業務水準書等の内容を上回り、優れた実績を上げている。 

３（良）：業務水準書等の内容が満たされている。 

２（可）：業務水準書等の内容が満たされず、一部改善を要する。 

１（不可）：業務水準書等の内容が満たされず、重大な改善を要する。 

 


